
JP 4462765 B2 2010.5.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吹込成形された容器あるいは吹込成形されて完成容器となる予備成形品を含むことがで
きるプラスチック材料の中空体を運搬し、回収手段又は前記容器や予備成形品をさらに処
理したり使用したりするラインにそれらを運搬するためのピックアッププラグであって、
少なくとも、
　環状で、中心軸（Ｏ）が設けられており、順序正しく連続的に、後続の処理ステーショ
ンへ前記中空体を搬送することができる、望ましくはベルト又はマガジン又は積込機タイ
プの駆動手段と係合するようにされている固定子（１０）と、
　環状で、それぞれの固定子と連係させることができ、そのそれぞれの固定子と同じ軸、
即ち共通の軸（Ｏ）を持つ回転子（１１）と
を備え、前記回転子と前記それぞれの固定子は、それ自体知られた手段によって互いに係
合し、前記共通の軸について、互いに相対的に回転することができるピックアッププラグ
において、
　前記固定子には、多数の別個の群に集約することができる複数の磁化された要素が取り
付けられており、そのような各磁石群は同じ極性（Ｎ）、（Ｓ）を持った磁石を含み、
前記回転子には、多数の別個の群に集約することができる複数の磁化された要素が取り付
けられており、そのような各磁石群は同じ極性（Ｎ）、（Ｓ）を持った磁石を含み、前記
回転子の磁石と前記固定子の磁石とは、前記回転子と前記固定子とが静止時に決まった数
のあらかじめ固定できる相対位置に配設されることを可能にするように配置されているこ
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とを特徴とするピックアッププラグ。
【請求項２】
　前記固定子（１０）の別個の磁石群が、前記回転子（１１）の別個の磁石群と同じ数だ
け設けられていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記固定子に連係された磁石が、前記共通の軸の周りに実質的にリング状の構成で配置
されており、前記群の各一つの群に属する磁石が各群の末端にある二つの磁石を除いて、
前記リング中で隣接しており、
　前記回転子に連係された磁石が、前記共通の軸の周りに実質的にリング状の構成で配置
されており、前記群の各一つの群に属する磁石が各群の末端にある二つの磁石を除いて、
前記リング中で隣接している
ことを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記固定子に対する回転子の回転が、前記固定子の一つ以上の磁石の前でその回転子の
各磁石を常に移動させるようにし、同様に、前記回転子の一つ以上の磁石の前で前記固定
子の各磁石を常に変位させるようにするために、前記固定子に設けられた磁石と前記回転
子に設けられた磁石とが互いに対向していることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記回転子あるいは前記固定子の各別個の磁石群が、同数の個々の磁石を含むことを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記磁石が前記各固定子及び回転子の外側部分に設けられていることを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記固定子の磁石（Ｎ）と前記回転子の磁石（Ｓ）の互いに対向する表面の間に存在す
る隙間（１４）を外部で覆うために、前記固定子あるいは前記回転子のいずれかから突出
する縁部が設けられていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の装置
。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、熱可塑性材料、特にポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やポリプロピレン
（ＰＰ）でできた容器の列を、順序正しく大量に運ぶとき、あらかじめ決められた向きを
維持するための改良された装置に関するものである。特に前記容器は、当業界では一般に
「予備成形品」として知られている、適当な半完成品で、普通はひきつづき吹込成形され
て、完成した容器に変えられるものである。
【０００２】
特に、以下の記述では、当業者に広く知られている名前からピックアッププラグ（pick-u
p plug）と呼ばれる上述の器具が、当業界で一段階プラントとしてもまた知られている予
備成形品プラントに関連するとき、本発明は非常に有利に使用されうるが、もちろん、最
終の吹込成形の段階を行うだけのために、前もって作られた予備成形品が単に供給される
プラント（二段階プラント）と関連しても、有利に使用されうる。
【０００３】
実際に、そういったタイプの容器の製造プロセスは、一般に、二つの基礎的な類型、即ち
一段階プロセスと二段階プロセスとに概略的に分けられることが知られている。
【０００４】
二段階プロセスでは、以前形成した予備成形品、即ち実質上不定形の状態にあるパリソン
は、好ましい分子配向温度にまで再び熱せられ、それからその温度で、望ましい形に吹込
成形される。この特定の文脈で使われるとき、「二段階プロセス」あるいは、単に「二段
階」という用語は、ひきつづき、周囲温度からそれぞれの吹込成形温度まで再び熱せられ
なければならない、前記のいわゆる予備成形品即ちパリソンを製造するどんなプロセスを
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も意味することを意図している。
【０００５】
反対に、一段階プロセスは、前記のいわゆる予備成形品即ちパリソンを成形し、その同じ
予備成形品即ちパリソンを、射出成形又は押出し成形のための型から（ある適当な温度ま
で冷却してから）調整ステーションへ移すことができ、そこで望ましい分子配向温度まで
均等にバランスを取って下げるようにすることができるという事実のために、そう定義さ
れている。前記の予備成形品即ちパリソンは、その後、吹込成形器具へ移されて、所望の
形状に成形される。
【０００６】
プラントの効率や生産性を上げるという観点から関連したプロセスを調和させるだけでな
く、前記の予備成形品の射出成形や押出し成形、その最終的な吹込成形と結びついた問題
を解決するのに用いられるテクニックに関連した最新技術は、本願出願人によって提出さ
れたヨーロッパ特許出願ＥＰ０７６８１６５号で、網羅的に述べられている。その特許出
願は、この問題をカバーしており、それゆえに言及されるべき最も重要な特許も記載して
いる。
【０００７】
前記で引用されたタイプの製造方法は、いずれも、（それ自身知られた）吹込成形ステー
ションと、その吹込成形段階後、予備成形品及び／又は吹込成形された容器を移動し、解
放する、それと関連した取扱手段とが用いられる。
【０００８】
予備成形品の移動即ち運搬に関連した問題もまた、当業界で大体知られている。これらの
予備成形品を、射出成形ステーションから、調節段階や吹込成形段階を通って、最終的な
容器取出しステーションまで輸送するのに使われているシステムは、ＳＩＰＡ社による現
在の一段階吹込成形ステーションにおいて、前記のピックアッププラグの使用に基づいて
いる。
【０００９】
これらのピックアッププラグは、予備成形品を支持することや運ぶことができ、温風によ
る調整プロセスが使われる場合には、回転させることができる。
【００１０】
この場合、実際上、ピックアッププラグは、駆動ベルトに適切に連結されている固定子と
、その軸のまわりに回転自在であって、温風がピックアッププラグによって支持されてい
る予備成形品を必要なだけ熱することができる間、調整ステーションで回転自在に駆動さ
れる回転子（即ち環状体（collar body））とによって構成されている。
【００１１】
しかしながら、自由に回転できるために、ある所定の時刻に予備成形品すなわち容器が、
一定のあらかじめ設定された位置にあることを知ることができない。そして、実際このこ
とは、時々問題になることがある。
【００１２】
特に、これは、以下の時に起きる。
１）（吹込成形で得られた）容器上である一致あるいは基準に関して、（射出成形によっ
て得られた）ねじ山の明確な方向付けが要求される時。
２）完全に非対称の予備成形品が使われる時。それは、明確な方向性を持って吹込成形器
具に入ることを要求されるが、その中で、この方向性は調整段階の間に通常失われる。
３）完全に非対称で（卵形の形をした洗剤のビン）四角い容器が製造されたり、容器の取
出し及び取り降ろしシステムに容器を収容しようとする容器と類似の形状とされた適当な
回収カップが設けられており、そのシステムと吹込成形器具との間で位置合わせインター
フェイスを形成する必要があるために、特定の方向付けが吹込成形器具の下流で必要とさ
れる時。
型と容器との間で起きる摩擦のため、吹込成形器具が開放されるとき、容器は回転させら
れるという事実もまた、ここで述べられるべきである。
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【００１３】
上述の問題は、一定の方向の予備成形品又は容器が必要なときに起きるさらなる問題と共
に、毎回静止状態に置かれるたびに、その方向はあらかじめ決められ、保証されることの
できるピックアッププラグの使用によって、解決され得る。
【００１４】
　米国特許第５２８２５２６号には、後の処理のために容器の予備成形品の保持用装置を
開示している。予備成形品は、搬送機の回転可能な部分上で不特定の角位置に置かれる。
このため、続けて再度方向付けすることが必要になる。
　従って、前記の考慮をもとにして、静止時に、調整ステーションで必要とされるものの
ように、複数の異なる方向を考慮しておくため、固定子やその回転子に適切に配置されて
、固定される永久磁石を使用するピックアッププラグを提供するのが、本発明の主要目的
である。
【００１５】
さらに、事実上連続して自動的に、接続されている処理プラントに付加的に原料を送るこ
とができ、自動でない段階や予備成形品や吹込成形された容器の原料を送る流れの連続性
を損なうおそれのある段階を一切介在させることがない前記の種類のピックアッププラグ
を提供するのが、本発明の目的である。その上、そのようなピックアッププラグは、容易
に得られる技術や手段を用いて、簡単に実行されなければならないし、従って全体のコス
トは適当に低減されるだろう。
【００１６】
本発明のそうした主目的は、そのさらなる特徴と共に、添付の請求項で列挙されるように
、製造され、作動する器具にまで広げられる。
【００１７】
本発明は、添付された図に関して、限定しない例によって、以下に詳細に述べられるもの
のような好適な実施態様を取ることができる。
【００１８】
本発明の基本的な特徴は、個々の予備成形品及びそれに関連した完成容器を取り上げて、
運搬するように適合されているピックアッププラグを提供することにある。そして、その
プラグは、固定子においては多数の別個の磁石群に集約することができる複数の磁化した
要素を含み、そのような各磁石群は同極性を持った磁石を含んでいる。また、そのプラグ
の回転子においては、多数の別個の磁石群に集約することができる複数の磁化した要素を
含み、そのような各磁石群は同極性を持った磁石を含んでいる。そして、その回転子と固
定子の磁石は、静止状態において、回転子と固定子が互いに関して、決まった数のあらか
じめ固定できる相対的な位置に配設されることができるように配置される。
【００１９】
図１は、単一段階プラントを図解しており、押出しユニット１、複数の予備成形品射出成
形用型２、調整ステーション３、完成品１５が形成される吹込成形ステーション４、及び
取出しあるいは取り降ろしステーション５を含んでおり、完成容器が各ピックアッププラ
グから最終的に分離され、後続の処理ステーションへ運ばれる。図２では、ピックアップ
プラグの位置は、一般に６で示されている。
【００２０】
いま図３を参照すると、中央軸Ｏの周りに複数の磁石が環状の形態で分散配置されている
のに、気づかれるはずである。
【００２１】
これらの磁石は、二つの別個の群に分類される。一つ目の群は、一般的にＮで示される１
０個の実質上同じで隣接する磁石を含み、二つ目の群は、逆の極性を持ち、従って一般的
にＳで示される、さらに１０個の実質上同じで隣接する磁石を含む。
【００２２】
従って、合計２０個の磁石は、それらが配置されているリング状の構成に含まれている。
結果として、すべての前記磁石が径方向に同様な長さであるとすれば、磁石Ｎの群は、ち
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ょうど１８０°の弧を占有する。もちろん、同じことが磁石Ｓにも当てはまる。
【００２３】
ここで、ピックアッププラグの固定子１０に、そういう２０個の磁石の組立体を挿入し、
適当に正しい位置に固定する。そして、さらに、同様に同じピックアッププラグの回転子
１１で、固定子の磁石と、同じ寸法と特質を持ち、同じ幾何学上の配置を持った２０個の
磁石を配置し、同様に正しい位置に固定する。そこでは、回転子の磁石を固定子の磁石か
ら区別できるように、同じものは、一般にＮＲとＳＲで示される。
【００２４】
その上、図９と図１０に図示されているように、それぞれクローズドループのリングを形
成することができるような形態で、実際上二つのそれぞれの平行な平面上に回転子の磁石
と固定子の磁石とを配置する。
【００２５】
さらに、前記リングは同軸にして、共通の軸Ｏは回転子及び固定子の共通の軸に一致させ
る。
【００２６】
実際には、ピックアッププラグは、回転子に図３の磁石を組付けてその表面が固定子と対
向するようにし、そして同様に固定子に磁石を組付けてその表面が回転子と対向するよう
にして、固定子１０をそれぞれ回転子１１に関連させることによって形成される。
【００２７】
回転子の磁石は、固定子の磁石の前に配列され、ピックアッププラグの構造上、回転子と
固定子が互いに関していかに回転しようと、そういう状態は持続されるので、図に示され
ているように磁石が回転子と固定子とに配置されるなら、静止時、回転子は個々の磁石の
磁力による吸引/反発作用の効果のために、唯一の決まった位置に定位しがちである、と
いうことが起きる。
【００２８】
もし、回転子が他の位置に変位されたら、解放された時に、正確に決まった位置に自然と
戻ろうとするのも、全く明らかである。
【００２９】
いま、実際問題、それぞれの予備成形品、あるいはそれと関連付けられるそれぞれの容器
と一緒に用いれば、予備成形品や容器はどちらにしても固定子に関して、あらかじめ決ま
った方向を維持することが分かる。そして、そのような方向付けが、動作条件や摩擦のた
めに変更されるといつも、その条件の終わりと共に、前記の方向付けが自動的に回復する
。
【００３０】
従って、回転子と固定子の磁石の配置を対応して変えることで、静止時のあらかじめ決め
られた唯一の位置以上のものが実際に得られるのは全く明らかである。例えば、固定子と
回転子の磁石の異なる配置を図示する図４に関して、静止時、あるいはあらかじめ決めら
れた平衡状態で、回転子と固定子の二つの異なった相対的位置の可能性がある。同様に、
単なる例にすぎないが、図５は磁石Ｎの４つの群と磁石Ｓの４つの群とを備えた回転子を
図示することが認められる。そのような回転子を対応する固定子と連係させることで、当
業者がそのような目的に必要なさらなる説明なしに、容易に理解できるように、互いに等
間隔である、正確に４つの静止あるいは平衡点を提示するようになっているピックアップ
プラグが提供される。
【００３１】
本発明の有利な改善は、固定子や回転子が互いに滑りあう能力を損なうような、ごみやほ
こりや他の粒子が進入することを防いだり、少なくとも効果的に妨げることができるよう
に配置された磁石にある。
【００３２】
この目的のために、図６に関しては、固定子や回転子から突き出た縁部１３が、固定子の
磁石Ｎと回転子の磁石Ｓとの間に存在する隙間１４を外部からおおうように設けられてい
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明を使用するように適応された一段階プラント全体の側面図である。
【図２】　図１で図解されたプラントの左側拡大図である。
【図３】　本発明によるところの、対応するピックアッププラグの回転子及びそれぞれの
固定子にある磁石の可能な配置図である。
【図４】　本発明によるところの、対応するピックアッププラグの回転子及びそれぞれの
固定子にある磁石の可能な配置図である。
【図５】　本発明によるところの、対応するピックアッププラグの回転子及びそれぞれの
固定子にある磁石の可能な配置図である。
【図６】　本発明によるピックアッププラグの垂直正中断面図である。
【図６ａ】　本発明によるピックアッププラグの、水平切断面Ａ－Ａをもつ垂直正中断面
図である。
【図６ｂ】　本発明によるピックアッププラグの、水平切断面Ｂ－Ｂをもつ垂直正中断面
図である。
【図７】　同じピックアッププラグに関連した予備成形品を伴っている、図６で示されて
いるのと同じ断面図である。
【図８】　同じピックアッププラグに関連した非対称なビンを伴っている、図６で図解さ
れたのと同じ断面図である。
【図９】　面Ａ－Ａに関連していて、図６で表されているピックアッププラグの軸に直交
する平面断面図である。
【図１０】　面Ｂ－Ｂに関連していて、図６で表されているピックアッププラグの軸に直
交する平面断面図である。
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